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生涯学習センターの閉館と代替施設等について 

 

 

１．生涯学習センターの閉館について 

 （１）閉館時期  令和 7 年 5 月末 

 （２）理  由  生涯学習センター解体工事契約が令和 7 年 6 月定例会にて議決見込みであること 

等の理由により、閉館時期を延伸し、施設の有効利用を図るもの 

 （３）施設使用  ギャラリー：令和 7 年 3 月末まで（４月思い出写真展、5 月市民展に使用予定） 

          上記を除く：令和 7 年 5 月末まで 

（４）イベント  閉館イベント（思い出写真展、ウォールアート、クロージングイベント） 

 

２．生涯学習センター・ギャラリーの代替施設（（仮）駅前ギャラリー）について 

 （１）契約期間  令和 7 年 4 月から令和 8 年 9 月まで 

 （２）工事期間  改修工事：令和 7 年 4 月（1 か月間） 

撤去工事：令和 8 年 9 月（1 か月間） 

 （３）使用期間  令和 7 年 5 月から令和 8 年 8 月まで 

 

３．生涯学習センター・貸館（ギャラリーを除く）の代替施設（土居保育所）について 

 （１）管理期間  令和 7 年 4 月から令和８年８月まで 

 （２）工事期間  令和７年４月（選挙終了後）から令和７年６月まで 

 （３）使用期間  令和７年７月から令和８年８月まで 


